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【開催日】 令和元２年２月２７日 
 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午前１１時４５分 
 

【出席委員】 
 

委 員 長 中 村 博 行 副委員長 藤 岡 修 美 

委 員 岡 山  明  委 員 髙 松 秀 樹 

委 員 恒 松 恵 子 委 員 森 山 喜 久 

委 員 宮 本 政 志   
 

【欠席委員】 

なし 
 

【委員外出席議員等】 

議  長 小 野  泰 副 議 長 矢 田 松 夫 

【執行部出席者】 

経済部長 河 口 修 司 
経済部次長兼農

林水産課長 
深 井  篤 

農林水産課農林

係長 
平  健太郎 農林水産課参与 多 田 敏 明 

水道事業管理者 今 本 史 郎 
水道局副局長兼

総務課長 
原 田 健 治 

水道局次長兼業

務課長 
伊 藤 清 貴 水道局工務課長 伊 東 修 一 

水道局工務課課

長補佐 
平 野 宏 明 

水道局工務課技

監 
江 本 浩 章 

水道局浄水課主

幹 
飯 田 栄 二 

水道局総務課財

政係長 
渡 邊 亮 治 

水道局業務課課

長補佐 
羽 根 敏 昭 

水道局浄水課主

査 
山 田 智 則 
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公営競技事務所

長 
桶 谷 一 博 

公営競技事務所

所長補佐 
兼 本 浩 二 

公営競技事務所

主任主事 
長 村 知 明 

公営競技事務所

主任主事 
村 上 良 平 

建設部長 森  一 哉 
建設部次長兼土

木課長 
森 弘 健 二 

下水道課長 井 上 岳 宏 下水道課技監 藤 岡 富士雄 

下水道課管理係

長 
西 﨑   大 

下水道課管理係

主任 
村 上 陽 子 

都市計画課長 河 田   誠 都市計画課技監 高 橋 雅 彦 

都市計画課主査 大 和 毅 司 
都市計画課都市

整備係長 
藤 本 英 樹 

都市計画課管理

緑地係長 
森 山 まゆみ   

 

【事務局出席者】 
 

局  長  沼 口  宏 書  記 光 永 直 樹 

 

【審査事項】  

１ 議案第８号 令和元年度山陽小野田市水道事業会計補正予算（第１回）に

ついて（水道） 

２ 議案第９号 令和元年度山陽小野田市工業用水道事業会計補正予算（第１ 

回）について（水道） 

３ 議案第６号 令和元年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計補正予 

算（第５回）について（オート） 

４ 議案第１０号 令和元年度山陽小野田市下水道事業会計補正予算（第３回） 

について（下水） 

５ 議案第２号 令和元年度山陽小野田市駐車場事業特別会計補正予算（第２ 

回）について（都市） 
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午前９時 開会 

 

中村博行委員長 おはようございます。定刻になりましたので産業建設常任委

員会を始めます。早速、審査内容に入っていきますがまず審査番号１番

議案第８号令和元年度山陽小野田市水道事業会計補正予算（第１回）に

ついて説明を求めます。 

 

今本水道事業管理者 おはようございます。それでは議案第８号令和元年度山

陽小野田市水道事業会計補正予算（第１回）の概要について御説明いた

します。今回の補正は収入面では、給水収益、支出面では、主に建設改

良費、職員給与等の諸経費について決算を見込んでの調整であります。

補正予算書の１ページから御説明をいたします。第２条は業務の予定量

について補正しております。第３条の収益的収入でありますが給水収益

は当初の見込みを下回り給水水量とともに減少傾向であることから下方

修正しております。収入合計は１，９２３万円の減額補正です。支出に

ついては、資産減耗費負担金等について、決算見込みに応じて減額し支

出合計で２，４８４万４，０００円の減額補正としました。結果、税処

理後の当年度純利益は１億１，０００万程度の見込みです。これは今、

Ｂ４で大きな資料を渡しておりますが、そちらの方の上段のほうに数字

が出ておりますので、御参照いただければと思います。次に補正予算書

２ページの第４条資本的収支を御説明いたします。下段の支出の建設改

良費について工事の延期や入札減により、２割近く減額しております。

これら工事の原資となる収入につきましても、長期前受金及び企業債借

入を減額しております。結果として生じた差引不足額については、第４

条本文のとおり、損益勘定留保資金だけでは足りませんので、積立金を

１億８，０００万円余りを取り崩して補塡する予定としております。第

５条は流用禁止経費として職員給与費の増額補正を明記しております。

第６条は一般会計補助金の補正でございます。そのほか詳細につきまし

ては副局長から説明をさせます。 
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原田水道局副局長 それでは、既決の当初予算との増減比較で御説明をいたし

ます。まず補正予算書１５ページを御覧ください。また、資料としてお

配りしておりますＢ４の資料の１ページを並べて御参照をお願いいたし

ます。それでは収益的収入では今年度、現在までの減少傾向を反映し給

水収益を大幅に下方修正をしております。資料の「１ 収益的収支」の

表の下の収支内訳の税抜きのところを御覧ください。給水収益は既決予

算額１３億２３３万５，０００円に対して、９９１万８，０００円減の

１２億９，２４１万７，０００円となり、９９．２％となることを見込

んでいます。また、これはここに記載がありませんが、平成３０年度決

算値と比較しますと９８．１％程度になる見込みでございます。これか

らは、税込みの金額で説明をさせていただきます。次に受託工事収益を

御覧ください。下水道工事に伴う水道管の移設工事の一部が延期となり

ましたので、減少をしております。他会計負担金につきましては、簡易

水道統合事業に伴う認可資料作成業務に係る費用について、環境課から

の負担金収入による、増額となっております。これらにより、収入合計

は税込みで１，９２３万円減の１５億３，０３４万１，０００円として

おります。続きまして支出ですが、資料では支出の性質ごとにまとめて

おります。人件費は、国家公務員に対する令和元年人事委員勧告に沿っ

て制度を変更した上で決算を見込み増額補正としております。詳細は補

正予算書の９ページでございますが、給与費明細書に載せております。

増額の主な理由といたしましては、人事院勧告に伴う昇給とそれに伴う

期末勤勉手当の増加や管理職の２名増加による管理職手当の増加等でご

ざいます。また、一方で、時間外勤務手当につきましては、今年度は、

他事業体への災害に伴う応援給水活動を見込んでいたものを削減をして

おります。また、資料に戻りますが、委託料につきましては、簡易水道

を上水道に統合するために、厚生労働省に提出する変更認可届の作成費

用を既決予算では、資本的収支で計上していたものを収益的収支の委託

料に費目変更したため増額をしております。そのほかの支出は、今年度

中途までの実績値を参考に修繕費以下は大幅減としております。主な原

因といたしましては、修繕費では、予定をしておりました原水ポンプの
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オーバーホールが不要となったことや、動力費では、使用電力量の減少

や、燃料調整費の下落、負担金では県の厚東川ダム関連の整備事業等に

係る費用の減少、受託工事費では市下水道課の工事に伴う給水管移設工

事の一部延期、資産減耗費では不要となった既設管の撤去費用を修繕費

に費目変更したこと等でございます。また、営業外雑収につきましては

特定収入控除対象外消費税相当額についても、支払見込みがなくなった

ため減額をしております。これら費用全体を大きく減額したため、仕入

控除対象の仮払い消費税も減少しますので結果としまして消費税納付額

は増額をしております。以上のことから、資料の上段の表に記載のとお

り、支出合計につきましては、２，４８４万４，０００円減の１３億７，

８７６万１，０００円としております。次にこれらによる税処理後の損

益を説明いたします。補正予算書１１ページでございます。損益計算書

のほうを御覧ください。下から４行目の当年度純利益は１億１，００６

万８，０００円を予定をしております。加えて、下から２行目のその他

未処分利益剰余金変動額は、先ほど今本水道事業管理者から説明があり

ましたが、資本的支出の不足額の補塡に使用する積立金取崩額を改めて

計上したものでございます。これにつきましては、キャッシュによる収

入が発生するものではございません。次に、資料の２のほうになります

けど資本的収支と補正予算書の２０ページを並べて御覧ください。まず

資料のほうですけど、下段の支出内訳のところですが、その下の建設改

良費につきましては工事の延期、入札減等が補正の主な原因で９，７０

７万４，０００円の減額の４億４，８４１万５，０００円となっており

ます。「２資本的収支」の表を御覧ください。支出につきましては、税

込みで８億２，７０７万３，０００円となります。この財源となります

収入につきましては、資料下段の収入内訳の下の企業債、一般会計から

の負担金等を減額補正をしております。次に、２資本的収支の表のほう

を御覧ください。収入につきましては税込みで、２億３，６３２万７，

０００円となっております。資金不足額につきましては表の支出、前年

度繰越し及び表下の米印の前年度繰越事業の財源、それらを加えた上で、

算出し、６億１，６９４万６，０００円になります。この補塡財源は、
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表下に記載のとおりでございます。損益勘定留保資金だけでは足りませ

んので、減債積立金１億８，４７２万４，０００円を取り崩して対応を

しております。次に、補正予算書のほうですが８ページでございます。

８ページのキャッシュフロー計算書を御覧ください。３の財務活動によ

るキャッシュフローにおいて企業債により、新規で１億８，９３０万円

の資金を調達しながらも、下から三行目の資金増加額では、会計外に現

金が２，７０８万円流出する予定となっております。以上の予算執行に

よる結果が補正予算書の１３、１４ページでございますが、貸借対照表

に表れております。貸借対照表は６月議会で報告済みの前年度繰越事業

の精算額、２，６７６万９，０００円及びその財源５６万９，０００円

を含めて作成をしております。１４ページの資本の部でございますが、

この７項の（２）の利益剰余金合計でございますが、８億５，９００万

円余りですが、このうち当年度未処分利益剰余金はここにあります注⑦

の表記のとおり現金の裏付けのない利益、減債積立金を取り崩しました

１億８，４７２万４，０００円が含まれております。そのため内部留保

資金はこれを除きまして計算をいたしまして、結果として６億７，５１

３万２，０００円となります。前年度決算からは７，４００万円程度減

少しております。次に、企業債残高でございますが、１４ページの「負

債の部」のところの３固定負債の（１）企業債の４５億１，１７３万１，

０００円と次に４流動負債（１）企業債の３億６，６２２万５，０００

円の合算となり前年度決算から約１億７，０００万円減少の４８億７，

７９５万６，０００円になっております。これは１年間の給水収益の３

７７％に相当いたします。全国平均が今３１５％となっております。公

営企業会計では毎年必要になる多額の工事費の資金確保の手段として企

業債を借りるという借金体質の財政運営が制度上も認められております

が、現状においては危険水域にあることには間違いはございません。以

上簡単ではございますが、水道事業補正予算の説明とさせていただきま

す。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

中村博行委員長 説明が終わりましたので、質疑を求めようと思いますが、追
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っていきましょう。資料と並行する部分があると思いますが、まず、補

正予算書のほうに行きましょうか。資料とリンクしていますので、その

両方の関わりのあるところから行こうと思います。まず補正予算書の１

ページ、２ページ、全体にありますが、詳細わたっては全体で収益的収

支と資本的収支、両方ありますのでこれをひとつ基にして個別に行きま

しょう。 

 

藤岡修美副委員長 有収水量がかなり減っているんですけど、その原因と考え

られるものは。 

 

原田水道局副局長 今、非常に海外情勢が不安定でございまして、特にアメリ

カ、中国の関係から輸出関連の生産等がかなり減少しているということ

で、その影響を市内の企業もかなり受けておるということを聞いており

ます。一般的な使用水量の減少に加えて、そういった影響によって有収

水量が下がっているという状況でございます。 

 

中村博行委員長 従来から言われていた人口減少とかそういったものも絡みが

当然あるということですね。補正だから全体から質問してください。何

ページの何っていうところから言って。工事の延期などの原因というの

はどういうことが挙げられていますか。 

 

伊東工務課長 工事の延期、中止についてなんですが、延期については主に鴨

庄地区の下村鴨庄線配水管と山川送水管の改良工事です。場所が新橋の

西側から厚狭中学校に抜ける道路なんですけど、そこで送配水管の改良

工事を行っています。その施工範囲内に一部大きい水路がありまして、

そこを下越しする推進の工事を計画しておったんですけど、費用をいろ

いろ検討してみると、道路の隣接地を購入してそちらに管を回して水路

の上を渡したほうが経済的にも安く済みますし、今後の維持管理もやり

やすいということでそちらの工法に方針を変えて用地買収の交渉中であ

ります。後は他関連の下水道工事と県道改良工事の延期に伴っての延期
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というのが４本ほどあります。それから中止につきましては先ほど申し

ました推進工事の設計委託を取りやめております。それと下水道工事で

設計を見直していただいて、水道管が支障にならなかったというところ

がありまして一本中止になっております。 

 

藤岡修美副委員長 その他の営業収益で他会計負担金、上水道統合事業は一般

会計から入っていますけども２７６万２，０００円の増額の原因という

のは。 

 

原田水道局副局長 これにつきましては厚生労働省の方に簡易水道を上水道に

統合するという変更認可届というものを出さないといけないんですけど、

それの資料作成業務というのを当初は資本的収支のほうで見込んでおっ

たんですけど、これは資本的収支のほうに入れるのはどうかということ

になりまして、収益的収支のほうの会計に変更したため、この度増額に

なったということです。 

 

中村博行委員長 今、簡易水道が出ましたが、これは広域化を見込んで簡易水

道もつなぐということの理解でいいですかね。 

 

原田水道局副局長 理由の一つとして広域化ということもございます。もう一

つの原因といたしましては特に、鋳物師屋地区の水源であります井戸が

水量とそれから水質の面で、不安定なってきたというものもございます

ので、その解消も合わせて行いたいということで考えております。 

 

中村博行委員長 簡易水道の水質検査は随時きちんとやられているのか。 

 

原田水道局副局長 簡易水道水質検査はこれまで上水道と同じようにやってき

ております。また結果につきましては、ホームページで公表しておりま

すので、御覧いただくことができます。 
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藤岡修美副委員長 薬品費、塩素パック等々が入札減でかなり落ちているんで

すが、やっぱり入札でこれだけ落ちるもんですか。 

 

原田水道局副局長 これにつきましては、平成３０年度から宇部市と共同購入

ということで、塩素やパックの薬品については、入札を実施しておりま

す。これに伴って入札参加業者も増えたということもございますが、全

国的に薬品費の単価が下がってきているという影響もありまして、この

度はかなり安い金額で落札をされたことがこういう結果になっておりま

す。 

 

藤岡修美副委員長 配水費の修繕費で西の郷線が費目変更していますよね。送

配水管の移設。これの原因は。 

 

原田水道局副局長 これにつきましてはもともと１８ページにありました、資

産減耗費のところに固定資産除却費というのがありますが、当初予算で

は、西の郷線の撤去工事をこの費用で見ようとしておりました。ただこ

の工事の内容からしまして、修繕費で見るべきだということでこの度１

６ページの修繕費のほうに費目変更したということでございます。 

 

森山喜久委員 １８ページの減価償却費がありますが、減価償却費は１７３万

３，０００円減額というふうになっているんですけど、この主なものは

どういったものか教えてもらいますか。 

 

原田水道局副局長 減価償却費全体としては４億４，３００万円です。基本的

に水道局が取得する固定資産、いわゆる浄水場であったり水道管路であ

ったり、そういったものを減価償却した費用をここで計上しているとい

うものでございます。減った原因は基本的に減価償却というものは、全

て更新をしていけば減るものではない場合もあるんですが、現在で言い

ますと現在の資産に対して全ての更新が計画どおりできているかといい

ますと遅れぎみでございます。どうしても費用に対する財源が不足して
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いるというところでその結果、資産の償却だけが先に進んでいきますの

で減価償却そのものが対象となる資産が減っているという状況でござい

ます。今後、工事の金額が増えていきますと逆に増えていくということ

もございます。 

 

森山喜久委員 減価償却の説明ありがとうございます。耐用年数ということな

のかなというふうに思いますが、４ページに主な資産の耐用年数とある

んですが、再確認で建物で法定耐用年数が８年から５０年でこれは先ほ

ど言ったように浄水場の管理と中でいえば５０年を見込んでいると構築

物、水道管であれば４０年、配水施設は６０年を見込んで、減価償却の

計算をやっているということでよろしいでしょうか。 

 

原田水道局副局長 お見込みのとおりでございまして、この償却年数というの

は地方公営企業法で定められた年数でございますので、それに沿って、

償却をしているということでございます。 

 

森山喜久委員 答えにくいかもしれないけど耐用年数はここで記載していると

おりと思うんですけど、実際使用年数とはどういうふうに考えているか

教えてもらっていいでしょうか。 

 

原田水道局副局長 これにつきましてはやはり現実に沿った形で、使用年数は

定めているという形です。建物につきましても法定耐用年数は５０年で

ございますが、実質的に細かくメンテナンスをしていれば長寿命にする

ことができますし、管路につきましても埋設されています周辺の土壌の

状況とかそういったものによって、寿命はかなり変わる場合がございま

す。場合によっては短くなる場合もありますし、非常に良好な土壌であ

れば、長期間使用できる場合もございます。それにつきましてはそれぞ

れ状況見ながら使用期間を定めて、必要なときに更新を行うということ

を考えております。 
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髙松秀樹委員 さっき人件費の支出のところで管理職が２名増えたということ

なんですけど、私も産建初めてなんで水道局の組織、管理者がいらっし

ゃってというどういうふうに課が分かれていて、どこの課の管理職が増

えたのかっていうのを教えてください。 

 

原田水道局副局長 現在の水道局につきましては、管理者をトップとしまして

四つの課に分かれております。主に総務財政企画を担当しております総

務課、それから料金を扱っております業務課、それから、工事関係を担

当しております工務課、それと浄水場で水道水を製造しております浄水

課、この四つに分かれておりまして、各課に課長が一人ずつおります。

それから、この度２名増えましたのは、１名は工務課の課長補佐がこの

度工務課技監と課長級になったということ。それから鴨庄浄水場の場長

ですがこの方につきましても浄水場長という重責がございますので課長

級の管理職になったということでございます。 

 

今本水道事業管理者 課長の配置は副局長が申したとおりなんですけども、水

道局というのは私が事業管理者ということで、特別職でおりましてその

次に市役所でいう部長級の副局長と次長、副局長が原田水道局副局長で

総務課長兼務しております。次長が業務課長を兼務するということで、

市役所でいう部長級が２名います。 

 

岡山明委員 今回補正予算ということで、水道の予算の関係が収益収支で今回

差額が１，２００万円という状況なんですけど、その前に収入、支出そ

れぞれ１３億円、１４億円で資本的収支の部分で、最終的に資金不足が

６億１，０００万円ぐらいはあると。今年度のそういう予算の運用に対

して形としてはどうなんだと。実際、見た目は結構あるような、純利益

の中でプラスになる方向が出ているけど実際に資本的収支を見ると、６

億円という金額があるんですけど、それに対する考え方はそういうプラ

スとマイナスがある、そういう会計上の問題があるんでしょうけど、そ

ういう部分で先ほど資本的収支が収益収支に対して、どのぐらいの割合
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とその辺の目安を先ほど副局長がちょっと言われたんですけど、その辺

の目安は。年間６億５，１００万円は資本的収支にお金を出すという状

況があるもんですから、全体的にそういう問題ないというコメントをい

ただきたいんですが。 

 

今本水道事業管理者 まず水道会計のシステムとしては、岡山委員がおっしゃ

ったように、収益的収支と資本的収支とに分かれております。資本的収

支はいつも赤字なんですね。これはどこの全国的な水道事業体見ても赤

字です。赤字予算というか赤字会計でこれは赤字が普通なんです。収益

的収支で減価償却だとか、純利益とかありますけど、そこで資金を生ん

でその資金でもって資本的収支の不足分を賄うというのが、水道事業会

計の一連の流れになっておりまして、簡単に言うと収益的収支でお金を

生んでそのお金を原資に建設改良を行うと。また、建設改良を行うには、

それだけで十分じゃないんで公債費を国から借りて、事業を行うという

のが流れになっております。金額が幾らが適当かというのはなかなか難

しいところで、事業規模によって大きかったり小さかったり、要は収入

に対して決算、それから料金というこれが三位一体の関係になっており

ますので、幾らが適当ということはございません。ただ、先ほど説明の

中で申し上げましたように料金収入に対して、公債費の割合がどれぐら

いかとか、内部留保資金がどれぐらい今あるかと。それが減少傾向にあ

るか、増加傾向にあるか、そういったところを見ていかなきゃいけない

というふうに考えております。この何年間かの山陽小野田市の水道事業

会計につきましては内部留保資金が年々減っているという状況でござい

ます。これはまだ、すぐにどうこうということにはなりませんけれども、

数年先は非常に厳しいということになっておりまして、それもありまし

て平成２８年に料金改定ということでお願いをしたわけでございますけ

ども、その前に、現在は広域に取り組んでおるという現状でございます。 

 

岡山明委員 そういうことで貸借対照表の中で、１４ページの固定負債と流動

負債があると。固定負債に関しては４５億円で流動負債が３億６，００
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０万円という金額で、その負債に関してこの傾向がどうなっているか確

認したいんですが。 

 

原田水道局副局長 これまでの傾向としましては企業債がこれだけ増えた原因

から御説明させていただきますけど、第一次総合計画によりまして大き

な事業を幾つかやってまいりました。一つは山陽地区の水害等に伴う対

策としまして鴨庄浄水場の建て替え、それから西見配水地の新設、それ

から山陽地区、小野田地区の災害対策としまして送配水管路中の石綿管

を完全に更新をした事業。それから小野田地区の高天原浄水場から竜王

山配水地までの送水管の整備、そういったもろもろの事業をやってきま

した関係で、１０年間で約４９億円の事業をやってきたということと、

これに伴いまして起債の残高が大きく膨らんだということがございます。

第２次総合計画に入ってからは料金改定をして、一定の更新事業を中心

にやっていこうとしておったんですけど、財源が確保できないというこ

ともありまして事業量を削減をしております関係と大きく膨らんだ企業

債を少しでも減らしたいということで、事業費に対して企業債を借りる

割合を少しずつ減らしてきたということで、現在は少しずつ企業債の金

額を減らしてきているという状況でございます。 

 

岡山明委員 工事とかの減少という話も出されたんですけど、水道局が出され

たアセットマネジメントで年間約６億５，０００万円近く資本的収支の

ほうに入れるという概念を持っているんですけど、今回の補正予算で最

初は６億７，０００万円で決算見ると６億１，０００万円で、６，００

０万円が下がったという状況で、工事費を下げて企業債の減った原因が

１６ページは以降に書かれていますが、維持管理の部分に対して、そう

いういろいろと補修が必要な部分で実際に減額される。そういう状況で

あれば維持管理体制の不安感というのはないんですか。 

 

原田水道局副局長 おっしゃるとおりでございまして、我々としましても安定

給水というのが一番の命題でございまして、これを行うためには施設の
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整備というのを年々やっていかなければならないと思っております。特

に計画的にやっていかないと本来そういった安定給水、それに加えまし

て市民サービスの低下ということを招くということは非常に恐れており

ます。そのために財源の確保等を検討することや経費の削減を検討して

おります。その中でこの度、広域化ということも視野に入れて宇部市と

協議をしているところでございます。これにつきましては水道事業とし

ましては、何としても更新事業を今後も引き続きやっていきたいという

ことを考えておりますので、その辺りは御理解いただきたいなと思いま

す。また財政運営の問題もございまして、非常に高い率の借金を持って

いるというのは決して健全ではないということや現在、全国各地で災害

等もございますので、そういったことも踏まえましてある程度の内部留

保資金を持っておくことも必要ですので、バランスのとれた財政運営を

行いたいと思っております。現状としてはこういった形で財政運営をし

た結果が予算書に反映されているということで御理解をお願いしたいと

思います。 

 

中村博行委員長 やむを得ん状況ですよね。アセットマネジメントで年間６億

２，０００万円という数字が出たわけですけども、それかなわないとい

うことで、そういった形でやっていかれたと説明もありましたように内

部留保資金も企業債もともに減少状況にあると。これがやむを得ない状

況で出てきているということで理解していいですね。（「はい」と呼ぶ

者あり）討論はありますか。（「なし」と呼ぶも者あり）討論はありま

せんので採決に移ります。それでは議案第８号令和元年度山陽小野田市

水道事業会計補正予算（第１回）について賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

中村博行委員長 全員賛成です。したがいまして議案第８号は可決すべきもの

と決しました。続いていきます。議案第９号令和元年度山陽小野田市工

業用水道事業会計補正予算（第１回）について説明してください。 
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今本水道事業管理者 それでは、議案第９号令和元年度山陽小野田市工業用水

道事業会計補正予算（第１回）の概要について御説明いたします。補正

予算書では２２ページとなります。今回の補正は、収入及び諸経費につ

いて決算を見込んでの調整であります。第２条収益的収支の収入であり

ますが総額で６３７万３，０００円減額補正しております。支出につい

ては営業費用はこれまでの実績値を参考に受水費、負担金等を減額し総

額で１，８３４万７，０００円減額しております。結果、税処理後の当

年度損益は６，５００万円程度の利益を計上する見込みです。第３条の

資本的支出ですが、建設改良費を若干調整し１００万円の減額としてお

ります。これに前年度繰越事業費２，７００万円余りを加えた差し引き

収支不足額については、第３条本文のとおり補塡する予定としておりま

す。第４条では流用禁止経費として職員給与費を給与費の補正を記載し

ております。なお、詳細については副局長から説明をさせますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

原田水道局副局長 それでは、補正予算書の３４ページでございます。収益的

収支から御説明をいたします。なお、Ｂ４の資料２ページも並べて御覧

ください。まず資料のほうでございますが、市の収益的収支の表の下の

収入内訳でございます。給水収益について前年度、渇水により、長期間

にわたる節水があり、企業局からの減免がありましたので、それに伴い

まして工業用水を利用されておられます３社に対して料金を減免してお

ります。ほかは預金利息、長期前受金戻入等を若干調整しております。

収入合計は表の税込額のとおり、６３７万３，０００円を減額し、２億

８，８８７万円としております。続きまして、表の下の支出内訳でござ

いますが人件費は３０万円の増額としております。詳細につきましては、

２９ページでございますが、給与費明細書に記載をしております。主な

原因といたしましては、上水道と同様に人事院勧告に伴う昇給とそれに

伴う期末勤勉手当の増加等でございます。そのほかの支出につきまして、

今年度中途までの実績値を参考に修繕費以下は減少となっております。
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主な原因といたしましては動力費では使用電力量の減少や燃料調整費の

下落、受水費は前年度自主節水に伴う県企業局からの料金の減免、負担

金では県の厚東川ダム関連の整備事業に伴う費用の減少、消費税は控除

対象課税仕入れが減少したため、納税額が増えております。以上、支出

合計は表の税込み価格のとおり、１，８３４万７，０００円減の２億２，

２４２万６，０００円としております。税処理後の損益は、補正予算書

３１ページでございます。損益計算書でございます。下から４行目、当

年度純利益は６，５３３万２，０００円を予定をしております。加えて

下から２行目のその他未処分利益剰余金変動額は先ほど上水道の補正予

算においても説明いたしましたが、資本的収支不足額の補塡に使用する

積立金取崩額を改めて計上したものです。これにつきましては、キャッ

シュによる収入が発生するものではございません。次に資料の２の資本

的収支と補正予算書の３６ページを並べて御覧ください。資料の２資本

的収支の表の下の収入内訳を御覧ください。収入につきましては、病院

会計からの貸付金償還金６，６００万円のみでございます。次に２資本

的収支の表の下の支出内訳を御覧ください。建設改良費では管路更新は

行わず公用車購入のみとなっております。次に資本的収支の表を御覧く

ださい。支出につきましては、税込みで２，４９５万１，０００円とな

ります。次に補正予算書３２、３３ページを御覧ください。貸借対照表

でございますが、以上の予算執行の結果が表れております。なお、この

貸借対照表には、前年度繰越事業の精算額２，７５３万３，０００円を

含めて作成をしております。３３ページの資本の部の７項（２）のうち

当年度未処分利益剰余金は注④の表記のとおり、減債積立金を取り崩し

た３５４万８，０００円が含まれております。そのため、内部留保資金

はこれを除きまして、６億５，９１１万４，０００円となります。前年

度会計からは６，１７８万円程度増加となっております。企業債残高に

つきましては、３３ページの負債の部の３固定資産（１）企業債の１億

１，６５８万２，０００円と４流動負債（１）企業債の２，３４５万４，

０００円の合算となり前年度決算から約２，２９５万円減少の１億４，

００３万６，０００円となります。企業債は平成１９年度以降、借入れ
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を行わず償還のみを行っておりますので順調に減少をしております。補

正予算書２８ページを御覧ください。２８ページはキャッシュフロー計

算書でございます。下から３行目の資金増加額では、今年度９，１９５

万９，０００円の資金が増えるということになっております。以上、簡

単ではございますが、工業用水道の補正予算の説明とさせていただきま

す。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

中村博行委員長 説明は終わりましたので委員の質疑を求めます。 

 

髙松秀樹委員 病院からの償還金が６，６００万円ですけど、これは後どのぐ

らい残っていて何年でというのを教えてもらえますか。 

 

今本水道事業管理者 毎年６，６００万円償還いただいて令和３年度まで、だ

から今回入れて３回、残り２回分が残っておるということでございます。 

 

髙松秀樹委員 ということは次が６，６００万円、その次が残った金額となる

んですね。今の資料をいただいた２ページの資本的収支の書き方で一応

収入で６，６００万円上げて支出でこれだけ出ていると、資金不足額は

いわゆる６，６００万円というのは、これは本当の収入じゃないからこ

ういう形で表記されるっていうことになるんですか。これは普通で見た

らプラスになるんですけどこういう書き方でいいんですよね。そこの会

計処理が分からないんで。 

 

伊藤水道局次長兼業務課長 これにつきまして私のほうから説明させていただ

きます。平成１９年に、病院局のほうに貸付けを３億５，０００万円し

ております。そのときに県との協議の中でこれを貸付けとして処理し、

返してもらったときに収入として上げるというような形をとると企業会

計上、問題があるのではないかということで措置という形を取るように

という指導を受けております。それがこの方法です。収入という形で対

応せず、このような対応をしております。 
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髙松秀樹委員 ということはこの資料は便宜的にこういう書き方をしていると

いうことになるんですよね。 

 

伊藤水道局次長兼業務課長 便宜的というふうに御理解いただいて結構です。 

 

藤岡修美副委員長 営業収益の減益が渇水期の企業に対する減免、その辺のに

ついて教えてほしいんですが。 

 

原田水道局副局長 これにつきましては平成３０年度の渇水に伴いまして水道

局が県の企業局に払います原水の受水費について、県の企業局から減免

がございました。平成３０年度は８月１６日から１０月１日の間が工業

用水が３０％から４０％節水でありまして、次に１１月２７日から１月

８日までが３０％、それから１月４日から２月２０日が４０％、２月２

０日から３月８日が３０％という状況でかなり長期間の渇水があったと

いうことです。これらの減免額をまとめて、平成３１年度になって減額

をしていただいたという形になっております。これに伴って水道局の方

が原水の方の受水費を減額していただいたわけなんですけど、工業用水

は本来は工業用水３社から頂く料金が責任水量制ということで、実際に

節水をしていただきましても条例上は全額お支払いしていただくという

契約になっております。この度は水道局のほうだけ水道代を減額しても

らって、それを工水３社に反映しないというのはどうなのかということ

もございましたので、条例上の特例を利用させていただきまして、その

費用をそれぞれ工水３社に節水量に沿った形でお返しをさせていただい

たという形でございます。 

 

中村博行委員長 この３社が自主努力という形で節水等々これから収益が減っ

ていくということは今回の補正なんかに表れていますか。 

 

原田水道局副局長 基本的には渇水による節水の場合は、御協力いただくとい

うことになっておりましてこういった制度が平成３０年度まではあり、



19 

 

いくらかではございますが工水３社のほうにお返しすることもできまし

た。令和元年度からこの制度は県の企業局からなくなりまして、今後は

そういう形が取れなくなるという状況がございますのと、令和元年度に

つきましては水事情が安定しておりまして、工業用水３社にきちんと供

給できておるという状況で、今年度はそういうことはないのかなと考え

ております。 

 

恒松恵子委員 決算書を見てもキャッシュフローを見ても大変良好に見えるん

ですけど、令和３年に病院からの償還金が終わった以降、大きな修繕工

事等控えて、これからキャッシュフローがこのまま順調に推移見込みで

ございますか。 

 

原田水道局副局長 今現在は工業用水の施設の更新につきましては、優先度の

高いものだけをピックアップして更新事業等をやっております。今後も

計画的に必要な更新事業はやっていきたいと考えております。当然事業

が多い年になりますと、収益に対して費用の方が増えてくるということ

もございます。 

 

髙松秀樹委員 給与費明細表が付いているんで分からないところを教えてほし

いんですが、手当の内訳がありますよね。この手当の中で、特殊勤務手

当って言われるのはどの手当になりますか。特殊勤務手当につきまして

はこの２９ページの中段の表の中でございますがこの表の中段の主に下

半分でございます。外勤、集金、危険、それから緊急呼出、こういった

ものが特殊勤務手当というものでございます。 

 

髙松秀樹委員 全部教えて欲しかったんですけど。交代制勤務もですか。（「は

い」と呼ぶ者あり）ということは五つが特殊勤務手当って言われるもの

なんですけど外勤手当、集金は集金に行くんだろうなと思うんですけど、

あと危険手当、交代制は交代するんでしょうね。緊急呼出は呼出しが来

たときに行くっていうんですけど、今の外勤と危険手当というのは一体
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どういう手当てなのかを教えてください。 

 

原田水道局副局長 手元に規程がございませんので私が覚えている範囲で御説

明させていただきますが、外勤手当につきましては、現場での作業を行

ったとき、非常に厳しい環境の中で作業するということで、３時間以上

作業を行ったものに対して３００円を支払っております。それから危険

手当につきましては高所作業とか危険な薬品を扱う場合に１日につき４

００円を支払っております。交代制勤務手当につきましては、交代勤務

を１回行ったものにつきまして４００円を支払っております。 

 

髙松秀樹委員 結構安いんじゃないかっていうふうに感じたんですが、こうい

う金額は全国的にも標準な金額になっているんですか。 

 

原田水道局副局長 全国的にはこういった手当等はだんだん減ってきていると

いうのが現状でございます。県内においてはこういった手当というのは

大体横並びのところが多いのかなと思っております。 

 

原田水道局副局長 厚東川ダム関連の負担金なんですけど、これは厚東川ダム

と宇部丸山ダムと維持管理のために掛かる費用、それから整備のために

掛かる費用そういったものを厚東川ダム、丸山ダムの使用水量に基づい

て、全体の中で山口県と宇部市上下水道局と山陽小野田市水道局の中で

負担割合というのがございまして、その中で水量の負担割合に沿って、

計算されたものをお支払をしておるという形でございます。 

 

髙松秀樹委員 先ほどの続きなんですが緊急呼出も３００円だとか４００円で

すか。 

 

原田水道局副局長 緊急呼出手当は緊急的な工事等で夜間、それから休日に職

員が呼び出された場合、これは１回につき３，０００円を支払っており

ます。 
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髙松秀樹委員 これは呼び出したら夜でも職員が行きますよね。手当として３，

０００円支払をすると思うんですけど、呼び出した先で例えば２時間と

か１時間とかそこにおらないといけないと。これは別に給料として反映

をされておるんですか。 

 

原田水道局副局長 いわゆる給与になります。手当ございますので、合わせて

時間外で勤務したものにつきましては時間外手当を支払っております。 

 

中村博行委員長 それでは質疑を打ち切りまして、討論はありますか。（「な

し」と呼ぶ者あり）討論はありませんので採決に移ります。それでは議

案第９号令和元年度山陽小野田市工業用水道事業会計補正予算（第１回）

について賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

中村博行委員長 全員賛成です。したがいまして、議案第９号は可決すべきも

のと決しました。ここで水道局のほうから今の広域の状況について簡単

に説明いただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

今本水道事業管理者 資料はございません。実は、１２月議会のときに委員会

で説明をいたしましたが、これまで、検討委員会１０回程度開いており

まして、１２月議会で検討委員会の最終結果の報告書を上げるというこ

とで予定が進んでおりましたけども、昨年の１１月ぐらいに新たな平成

３０年度の決算をもとにアセットをもう一度やり直したときに、前回平

成２６年度のベースのものと随分違っておったということで今精査して

いますということを前回の１２月議会でお話ししたと思いますけども、

その後の作業でいろいろ施設を詳細に区分したらこれが必要だとか、そ

れから耐用年数といったものを精査をしておりまして、まだそれが終わ

ってないという状況でございます。できればそれぞれが単独でした場合

のアセット、それから広域して両方が一緒になったときの財政計画がど
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ういうふうになるかと。それの差額が広域化のメリットという部分で財

政的なメリットが出てくると思うんですけど、それを示したいというこ

とで、その作業に取り掛かっているところでございますが、何か施設、

それから人員の関係も含めて、数字を出さなきゃいけませんのでそれが

まだまとまってない状況でございます。３月議会で報告をするというこ

とでお約束をしておりましたけども、大変遅れておりまして申し訳なく

思っております。これは宇部市と山陽小野田市両方とも同じタイミング

であろうということで協議をしておりますので、宇部市のほうも今回の

３月議会での広域の報告はしないというふうに聞いておりますので、そ

れに合わせて作業が終わり次第、委員会のほうでも報告をさせていただ

くということで考えております。それで３月議会で最終の検討委員会の

報告を上げられませんでしたけれども、とりあえずは財政的なメリット

が出た段階で早めに委員会の方にお知らせをしてできれば最終的な全体

的な検討委員会の報告書というのは、６月に間に合うようにそれぞれ山

陽小野田市、宇部市の職員で間に合うように取り組んでまいりたいと思

っておりますので、よろしくお願いします。間に合わなくて大変申し訳

なく思っております。 

 

中村博行委員長 この件については定例会の会期後、閉会中でありましても、

それが決まり次第報告いただけますようによろしくお願いします。この

件については質疑はなしということで水道関係についてはこれで終わり

ます。それでは１０分間休憩ということで次は２５分から開始しますの

で暫時休憩に入ります。 

 

午前１０時１５分 休憩 

 

午前１０時２５分 再開 

 

中村博行委員長 休憩前に引き続きまして委員会を続けます。それでは審査番

号３番、議案第６号令和元年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会
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計補正予算（第５回）について説明を求めますが、その前に報告がある

ということでありますので。 

 

桶谷公営競技事務所長 おはようございます。それでは、議案第６号の御説明

に入る前に２月１日付けで人事異動がございましたので、紹介をさせて

いただきたいと思います。 

 

兼本公営競技事務所所長補佐 ２月１日付けで異動になりまして、公営事業所

に移動になりました兼本です。よろしくお願いいたします。 

 

中村博行委員長 それでは説明をお願いします。 

 

桶谷公営競技事務所長 それでは、議案第６号令和元年度山陽小野田市小型自

動車競走事業特別会計補正予算（第５回）について御説明いたします。

今回の補正は、決算を見込んで、インターネット投票業務委託料などの

調整とスタンド改修に伴う設計委託料の増額、そしてミッドナイトレー

ス関連予算の調整となります。最初に予算書の１ページをお願いします。

先ず、歳入歳出予算の補正ですが、歳入歳出とも１，１９０万２，００

０円を追加し、総額を１３６億８，９７９万７，０００円とするもので

す。続きまして、繰越明許費ですが、こちらは、３ページの第２表をお

願いします。スタンド改修に関する設計委託につきましては、慎重に業

務を進めておりますが、年度内の完成が厳しい状況であるため、関連す

る予算を繰り越すものです。それでは、具体的な説明に移りたいと存じ

ますが、この度の補正は、最初に歳出から説明いたします。８、９ペー

ジをお願いします。上段１款１項１目一般管理費の２５節積立金ですが、

これにつきましては、予算の調整機能を有していますので、後程説明さ

せていただきます。続きまして、１款２項１目事業費ですが、車券の売

上げにおける発売チャネル構成の動向を見定める中で、民間ポータルサ

イトの売上げが大きく伸びていることから、１３節委託料の下段にあり

ますインターネット投票業務委託料を２億円増額しています。一方、本
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市が管理施行となっています専用場外の①オートレース宇部、有限会社

アーティマックスジャパン、②オートレース笠岡、笠岡マルセン開発株

式会社の売上げが伸び悩んでいるため、決算を見込んで減額しています。

同じく１９節の場外発売事務協力費につきましても、場間場外での売上

げが伸び悩んでいますので、決算を見込んで減額しています。これらの

調整は、発売チャネル構成の変更に伴うものですので、１目事業費全体

での増減はありません。続きまして、６目施設改善費です。先ず、１１

節需用費の修繕料ですが、今年度から本格実施していますミッドナイト

レースの開催に伴い、管理地区内の照明環境を改善しようとするもので

す。具体的には、競走車検査場内とその周辺、そして選手の駐車場など

を計画しています。続きまして、１３節委託料ですが、スタンド改修に

伴う設計委託料を１，０７０万２，０００円増額するものです。増額の

主な内容としましては、オートレース事業を運営するに当たり必要とな

る専用機器類の移設に係る工事費を調査し、設計額に算入しようとする

ものです。移設対象となる主な機器としては、①競技系の機器類、②発

売系の機器類、③ＣＳ放送関係の機器類、④場内放送関係の機器類、⑤

電話関係の機器類、⑥インカム関係の機器類、⑦防犯カメラ関係の機器

類などがあります。そしてこれらに電源を供給する受配電設備・無停電

装置・自家用発電機などの調査も必要となります。そして、これら全て

の配線の取り回しや切り替え工事等も重要になります。また、機器類に

よっては、現在の設置場所から仮設の審判棟へ移設、そして仮設審判棟

から新スタンドへ移設と２段階での移設を行うこととなります。とりわ

け、①競技系の機器類、②発売系の機器類、③ＣＳ放送関係の機器類は

精密機械ですので、本来の耐用年数に加え、工事中の振動や粉塵、ある

いは移設そのものに耐えられるかを慎重に見極める必要があります。必

要に応じて移設ではなく更新も視野に入れているところです。続きまし

て、１５節工事請負費は４７７万円減額するものです。これは、ミッド

ナイトレースの本格開催によりレース数が多くなり、それに伴い競走車

の運搬頻度も多くなることから、競走車を一時的に保管する倉庫が必要

となります。今年度、その予算措置をし、建設する予定でおりました。
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しかしながら、その建設予定地が試走路の一部であったため、試走に影

響がでないよう、再度、適地を選定し直したところ、その場所が借地で

あることが判明しました。そのため、この土地を令和２年度の予算で購

入し、その後に、改めて建設工事に着手したいと考えています。こうし

たことから、今年度予算措置されています工事請負費につきましては、

一旦減額したいと存じます。なお、この工事請負費の財源は、ミッドナ

イトレースの収益金の中から充てることとしていましたので、この金額

を、恐れ入れます、上段の１款１項１目一般管理費の２５節積立金で山

陽小型自動車競走場施設改善基金へ積立てます。歳出の説明は以上でご

ざいます。続きまして、歳入の説明に移りたいと存じます。６、７ペー

ジをお願いします。２款１項１目山陽小型自動車競走場施設改善基金繰

入金を１，１９０万２，０００円増額しています。これによりまして、

今年度末の予算上の残額見込みは、５億１，３３５万２，０００円とな

ります。補正予算の説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

中村博行委員長 説明を終わりましたが、歳出から行きましょうね。８、９ペ

ージの歳出の説明がずっとありましたので、その中から質疑を求めます。 

 

宮本政志委員 さっき９ページの設計委託料でＣＳとか７種類ぐらい言われま

したね。簡単でいいですがちょっと詳細を。 

 

中村博行委員長 その前に大抵審査の場合は資料をいろいろ頂くんですよ。何

で今回資料が何もないのかなと。この詳細というかこの資料はそこにお

持ちじゃないですか。 

 

桶谷公営競技事務所長 大変失礼をいたしました。この度の補正につきまして

は、設計の委託料を増額したいということで予算計上のほうをさしてい

ただいております。具体的にどういった内容をコンサルのほうにお願い

するかということになろうかなというふうに思っております。先ほど申
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し上げましたように競技系の機器類、これにつきましては、例えばフラ

イング判定装置でありますとか、そういった既存の精密機器について、

それらの耐用年数等も含めまして、詳しくスタンド改修の設計に反映を

させるためにこの度、増額をして、それらを調査をしようという、そう

いった内容でございます。その他の機器といたしましては発売系です。

モニターに映っているオッズ関係のこういった専用の機器類移設になり

ます。それからＣＳ放送関係の機器類につきましてはスタンドに現在Ｃ

Ｓ放送のスタジオを抱えております。こういったスタジオも移転になる

わけでございますので、そういったスタジオ内にあります専用の機器類、

こういったものの移設もきちんと設計の中に計上しようというものでご

ざいます。あとその他といたしましては場内放送関係です。放送関係で

使います機器類、それから各それぞれの発売所あるいは本部関係それら

の内線電話を含めた電話関係の機器類、それからリースを行いますに当

たりましてはインカムも使用いたしますので、インカムの関係の機器類、

そして防犯カメラ、現在５６台、防犯カメラを有しておりますが、これ

ら５６台の防犯カメラの移設をきちんと設計の中に盛り込もうという、

そういったものでございます。 

 

中村博行委員長 ざっくり１，０００万円ということでね。ざっくり、設計委

託料。これ全部ざっくり１，０００万円ってことでしょ。要するに積算

というか積み上げられてきた金額の合計がこれ。できれば資料が欲しか

ったなという気がするんやけど。それと１から３までは精密機械なので

更新も視野に入れているというような説明がありましたけど、これ更新

するとどのぐらい掛かるのかは。 

 

桶谷公営競技事務所長 そういった内容を把握するために、この度設計委託料

増額をして反映をさせようというそういった内容になっております。し

たがいまして、ただいま御質問いただきました精密機器類につきまして

も、その辺りを調査して、もし移設に耐えられないようでありますと、

更新ということになりますので、その更新費用を設計費の中に計上する
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というそういった流れで考えております。 

 

中村博行委員長 要するに委託料ってことやね。 

 

藤岡修美副委員長 今、設計委託料で機器類の移設を見られているんですけど

も通常、工事費でやるって考えたら何か見積もりでいけそうな気がする

んですけど、わざわざ設計にかける必要があるかなと。工事費にぶっ込

んで、何か見積もり取った中で、工事費に入れるっていうやり方ができ

ないかなという気がするんですか。 

 

兼本公営競技事務所所長補佐 今現在で委託しているのは、基本的に移設とい

うことで考えているんですけど移設部分だけで本当にできるのか。それ

と、移設した後にそれが本当に使えるのか。使えたとしてもどのぐらい

もつのか。という将来の維持管理にもつながる詳細な調査を今からしな

くてはいけないので、その移設の金額とかも今から詳細設計ではじくと

いうことになりますので、そういった追加の業務委託ということになり

ます。 

 

中村博行委員長 要するにそういうもろもろ含めた委託料ってことですね。 

 

髙松秀樹委員 この委託料は増額だということなんですけど、そもそも元が幾

らやったんですか。 

 

桶谷公営競技事務所長 現在の契約額につきましては、３，７５８万８，０４

０円でございます。 

 

髙松秀樹委員 繰返繰越明許と今の金額は同じ話になるんですか。 

 

桶谷公営競技事務所長 現在基本設計と実施設計を行っておりますが、その計

画の中に先ほど御説明申し上げました専用の機器類の移設も含めた形で
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最終的な成果物の提出を考えております。したがいましてスタンド改修

は躯体そのものの改修とそれに付随して想定されます専用機器類、それ

らを含めての繰り越しということに考えております。 

 

髙松秀樹委員 ここで１回補正を組んで繰り越すということになるんですよね。

場外発売運営委託料とか場外発売事務協力費ってあるじゃないですか。

今場外というのは何箇所あるんですか。 

 

桶谷公営競技事務所長 それは専用場外のことでしょうか。（「その説明も含

めて」と呼ぶ者あり） 

 

長村公営競技事務所主任主事 場外発売委託料につきましてはいわゆる場間場

外といいまして、各競走場に売っていただくというところになります。

山陽除く４場が場外発売場となります。こちらが場外発売事務協力費に

当たる部分になります。もう一つが場外発売運営委託料につきましては

私どもが管理施行となっておりますアーティファックスジャパン、オー

トレース宇部とオートレース笠岡の間に２場分の委託料になります。オ

ートレース業界全体としましては専用場外場は３２場ございます。その

うち山陽小野田市で管理しているのが２場ということになります。 

 

髙松秀樹委員 場外発売運営委託料は３２箇所あるうちの二つ分と場外発売事

務協力費はこれはほかの４場についてのものですね。了解しました。 

 

中村博行委員長 全部３２場どこでも購入できるわけですよね。（「はい」と

呼ぶ者あり） 

 

宮本政志委員 工事請負費の競走車の保管倉庫とおっしゃいましたよね。試走

路の一部に走る道路の所に建設予定やったということですか。 

 

桶谷公営競技事務所長 実際に選手が走る走路ではなくて走路の南側の選手ロ
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ッカーの横に選手がエンジンを掛ける試走路というのがございます。 

 

宮本政志委員 そこに建てようと思ったら借地で人の土地だったから、それを

購入するっていうことをさっき言われましたよね。倉庫の大体の広さと

かその土地の広さっていうのはどれぐらいですか。 

 

桶谷公営競技事務所長 現在考えております競走車の一時保管庫の大きさでご

ざいますが、およそ大体７６平米ぐらい計画をしております。一方土地

の購入を考えています面積につきましては４０８平米を考えております。 

 

中村博行委員長 これ当初は借地ということが分からなかったということね。 

 

桶谷公営競技事務所長 そこが借地でやることが分からなかったというわけで

はございませんで、当初建設しようとしたところはもともとの市の土地

でございました。しかしながら、そこの場所が試走路の一部分に掛かる

ということで、どうしても選手の試走を考えますと安全面も考えますと

そこよりも更なる適地を選定し直したというそういった状況でございま

す。 

 

岡山明委員 そうすると私も来年、一括して繰り越すという形で土地購入を進

めたほうがいいのではないかと私は思うたんですけど、その辺は。 

 

桶谷公営競技事務所長 この件につきましてはやはり土地の所有者であります

地権者の御意向といいますか、そういった交渉事もございますので、一

旦は今年度、工事請負費を減額をして改めて新年度予算でというそうい

った手法を考えております。 

 

岡山明委員 その話をされて継続のような形で地権者との折衝のほうが私は早

いんじゃないかと思ったんだけど、どうなんですか。 
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桶谷公営競技事務所長 ただいま先ほど申し上げた御説明に加えまして競走車

の一時保管庫が耐火構造になるというそういったこともございますので、

新年度予算の中できちんとそういった設計委託料の計上をして、きちん

と着手をしたいというふうに考えております。 

 

藤岡修美副委員長 インターネット投票が増えて２億円の増額なんですけども、

これの根拠っていうか何か積上げの裏付けはあるんですか。 

 

村上公営競技事務所主任主事 民間ポータルの売上構成が前年度に比べて約４

０％増加しております。またミッドナイトレースが増えた関係で、前年

比に比べて日数が２０％増えております。平成３０年度実績の委託料が

３億円ぐらいになりましてプラス、先ほど言いました民間ポータルの前

年度比が４０％になりまして、日数も２０％増えておりますので、３億

円掛ける４０％掛ける２０％で約５億円、平成３１年度のインターネッ

ト等委託料が５億円ほどとなります。その５億円引く３億円の２億円増

加というかといった形でこの度、２億円の増加とさせていただきました。 

 

髙松秀樹委員 インターネット投票業務委託っていうのはそもそもどういう委

託になるんですか。 

 

長村公営競技事務所主任主事 インターネット投票業務につきましては、民間

の発売ポータルサイトを持っている会社に各サイトで会員登録をした上

で、車検を御購入いただけるというそういった業務を委託しております。

３社それぞれ例えばオートレース以外にも競輪と競馬を売っている会社

もあれば、オートレースと競輪だけ売っている会社もあればというとこ

ろですけれども、それぞれの会社に山陽小野田市の本場開催の発売委託

をしているというところです。 

 

髙松秀樹委員 ３社それぞれ何億円かあるんでしょうね。支払うお金の根拠っ

ていうのはどうなっていますか。みんなが買いますよね。人数で金額は
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じかれるのか売上げではじかれるのか。 

 

桶谷公営競技事務所長 民間ポータルサイト等の契約の内容でございますが、

売上げの一定率、委託料としてお支払をするという、そういった契約に

なっております。 

 

中村博行委員長 具体的にその率を。 

 

桶谷公営競技事務所長 現在３社ほどございまして３社それぞれ違いますが、

大体１２％から１３％台の間ということでございます。 

 

髙松秀樹委員 補正から離れるんですが、この際ですのでお聞きしたいんです

が、新型コロナウイルスの対応についてお聞きしたいと思います。 

 

中村博行委員長 今日の発売がそういった形で中止になったというようなこと

も聞いていますので、その辺も含めた中で説明してください。 

 

桶谷公営競技事務所長 現在オートレース業界の中でオートレース新型コロナ

ウイルス感染症対策本部というのをＪＫＡを事務局といたしまして立ち

上げております。その構成メンバーにつきましては我々の施行を代表す

る全動協であったり、あるいは競走会であったりあるいはオートレース

の選手会、こういった構成で対策本部が作られております。実は昨日、

２６日の夕方に当面のオートレースの開催にということで正式に方向性

が決定をいたしております。この決定によりますと大きくまず二つに分

かれます。まず一つめが本場の開催についてでございます。二つめが本

場以外の開催ということで二つに大きく分かれるわけでございます。前

段の本場の開催分につきましては２月２７日、つまり本日でございます

が本日以降のオートレースの開催は継続をして実施をするという方向性

が出ております。しかしながら感染拡大防止の重要性に鑑みまして、発

売規模を縮小して本場での車券発売は実施せず、当面の間お客さんを入
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れない、いわゆる無観客での開催というのが決定をしております。ミッ

ドナイトレースにつきましてはもともとお客さんを入れないでのレース

ということですので、こちらのレースにつきましては、従来どおりの実

施ということでございます。それから後段の本場以外の車券の発売につ

いてでございますがこれは大きく三つほどございます。まず一つめが場

間場外発売における発売については実施をしないということでございま

す。したがいまして、本日本場におきましても今日の浜松場でのレース

でございますが、場外発売は行わないということで、ただいまそういっ

た措置をしておるところでございます。続きまして２つ目でございます

が、先ほど御質問をいただきました。専用場外での発売でございます。

専用場外の発売におきましても実施をしないということで決定をいたし

ております。そして３つ目でございますが、インターネット投票あるい

は電話投票につきましては従来どおり実施をするということでございま

す。 

 

髙松秀樹委員 今の話を聞くと減収が予測されるのかなって気がしておるんで

すけど、何とかそういう予測、２月２７日からということなんで分から

ないんですけど、どういうふうな感じで捉えられていますか。本場でや

っても無観客でやるということですよね。説明があったように券が買え

ないっていうことがあるのである一定の減収が予測されていますけど、

そこはどうですか。 

 

桶谷公営競技事務所長 まず山陽場におきますレースでございますが、この２

月の２２日から２６日、昨日まで行われました若獅子杯、このレースを

もちまして本場開催は今年度最後となります。後、残されているレース

といたしましては来月、３月の上旬に計画をしております。レースがご

ざいますが、これにつきましてはミッドナイトレースの４日間開催でご

ざいますので、これにつきましては最終的に売上げに影響はないという

ふうに見ております。あと売上げに影響が出てまいりますのは、先ほど

御説明いたしました場間場外で売り合う、そういったところの事務協力
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費の関係等そういったところで若干影響は出てくるのかなというふうに

見ております。 

 

中村博行委員長 要するに若獅子杯は昨日が優勝戦やったっていうことやね。

そしたら本場開催は今年度は終わりということやね。それじゃあ質疑を

打ち切ります。討論はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）では採決

に移ります。それでは議案第６号令和元年度山陽小野田市小型自動車競

走事業特別会計補正予算について賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

中村博行委員長 全員賛成です。したがいまして議案第６号は可決すべきもの

と決しました。お疲れ様でした。それではここで１０分間休憩をいたし

ます。１１時１０分から開始しますので、暫時休憩します。 

 

午前１１時 休憩 

 

午前１１時１０分 再開 

 

中村博行委員長 それでは休憩を解きまして委員会を続けます。それでは審査

番号４番、議案第１０号令和元年度山陽小野田市下水道事業会計補正予

算（第３回）について説明を求めます。 

 

井上下水道課長 それでは議案第１０号令和元年度山陽小野田市下水道事業会

計補正予算（第３回）について御説明いたします。今回の補正は公営企

業会計開始時の固定資産の確定や引継金の精算等に伴う所要額の補正に

なります。補正予算書の１ページを御覧ください。まず、第２条の収益

的収入及び支出でございますが、収入総額である下水道事業収益は支出

の財源となる一般会計負担金等を３，３２９万９，０００円増額し、収

入総額を１８億６，９０８万５，０００円とするものです。また、支出
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総額である下水道事業費用は、減価償却費や特別損失を３，３２９万９，

０００円増額し、支出総額を１８億３，４８８万３，０００円とするも

のです。次に第３条の資本的収入でございますが、一般会計出資金を４，

４８９万４，０００円減額し、収入総額を１６億５，１２７万１，００

０円とするものです。第４条の他会計からの補助金は、一般会計補助金

の補正に伴い増額補正するものです。これら補正予算の詳細につきまし

ては明細書で御説明いたしますので、補正予算書の１０ページをお開き

ください。まず、収益的収支の支出から御説明いたします。１款下水道

事業費用１項営業費用６目減価償却費は、公営企業会計開始時の固定資

産が確定したことに伴い、本年度の減価償却費を５１５万８，０００円

増額するものです。７目資産減耗費は、本年度の処理場・ポンプ場の改

築更新工事によって発生する既存の機械及び装置の除却費として、１，

９８６万円を増額するものです。３項特別損失２目その他特別損失は、

平成３０年度決算に係る消費税申告において、建設改良費の減少による

仕入税額控除の減などにより、納税額が増加となったため、８２８万１，

０００円を増額するものです。次に収入についてでございますが、１款

下水道事業収益２項営業外収益２目他会計負担金は減価償却費や資産減

耗費の増額に伴い１，３５７万２，０００円を増額するものです。３目

他会計補助金は、特別損失の増額に伴う財源として同額の８２８万１，

０００円を増額するものです。４目長期前受金戻入は固定資産の除却に

伴うものとして、１，１４４万６，０００円を増額するものです。この

結果を、補正予算書の８ページの予定損益計算書に反映しておりまして、

税処理後の当年度損益は発生しておりません。次に１１ページの資本的

収入について、御説明をいたします。１款資本的収入２項出資金１目他

会計出資金４，４８９万４，０００円の減額でございますが、内訳とい

たしまして、まず、公営企業会計開始時に引続金の精算による減額が３，

１３２万２，０００円になります。これは、平成３０年度の下水道事業

特別会計と農業集落排水事業特別会計の決算は、公営企業会計移行のた

め、平成３１年３月３１日で打ち切り決算としておりまして、出納整理

期間中の収入支出を含めた、繰入金の精算をしておりません。このため、
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両会計ともに、歳入歳出差し引きで黒字となった残額の合計４，７３５

万８，０００円を引継金として下水道事業に引き続いておりました。こ

れを精算したところ、３，１３２万２，０００円ほど余剰となったため、

今年度の繰入金、出資金から減額し、精算するものでございます。内訳

のもう一つは、先ほど収益的収入で御説明いたしました。他会計負担金

の増額は、減価償却費の非現金性の支出に対する財源となり、繰入金総

額には影響しませんので、一般会計出資金から同額の１，３５７万２，

０００円を減額するものです。これら二つの合計４，４８９万４，００

０円を減額補正することとしております。この結果、補正予算書の１ペ

ージに戻っていただきまして第３条の説明文のとおり、資本的収入額が

資本的支出額に対して不足する額、並びにこれに対する補塡財源の内訳

及び額をそれぞれ改めております。あわせて今回の補正予算を反映させ

た予定キャッシュフロー計算書を５ページに、それから予定貸借対照表

を６、７ページに記載しておりますので御確認をいただきたいと思いま

す。以上、下水道事業会計補正予算の説明とさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

 

中村博行委員長 説明が終わりましたので委員の皆さんの質疑を求めます。公

会計に変わって公共と農集のセグメントみたいなやつが大抵計上されて

いたと思うんですけど今回それはないんですよね。 

 

西﨑下水道課管理係長 セグメント情報につきましては当初予算には掲載して

おりますが、今回の補正では掲載をしておりません。次は決算書のほう

でセグメント情報を掲載したいと思います。 

 

藤岡修美副委員長 ８ページの下水道事業の予定損益計算書で営業収益のうち

雨水処理負担金１億１，９１０万７，０００円ですかね。これは下水道

事業、特に公共下水っていうのは水道料金から計算した中で下水道使用

料というのを各家庭から頂いて、それが主な収益で、雨水処理っていう

のはどちらかというと放流区域で雨水も入れた中で雨水まで処理する費
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用が入って、それと雨水排除でポンプ場とかありますよね。それも当然

そういった皆さんからの下水道料金で負担すべきではない費用だと思う

んですけど、この雨水処理負担金はそういう意味での負担金って考えて

いいですか。 

 

西﨑下水道課管理係長 副委員長おっしゃられたとおりでございまして、下水

道というのは汚水も処理するんですけれども、雨水を排除するという機

能もありますので、雨水公費、汚水私費という原則がありますので、雨

水に関しては公費で負担する、汚水に関しては基本的に皆さんからいた

だいた使用料で賄うという大原則がございます。この雨水処理負担金と

いうのは今言われたように、合流区域や雨水ポンプ場等々の維持管理費

あとは減価償却費、地方債の利子の合計で一般会計が本来負担すべきも

のの合計値がこの雨水処理負担金ということで、基準内繰入として整理

をさせていただいております。 

 

藤岡修美副委員長 私も一般質問等々でさせていただくんですけど、高千帆地

区で例えば雨水排水考えた場合、下水道事業でやるっていうことは可能

なんですか。 

 

井上下水道課長 全体計画の中で汚水だけでなくて雨水の計画も立てておりま

して、当然事業計画区域内につきましても雨水の計画もありますのでそ

の計画に沿っていけば、下水道整備ができます。 

 

藤岡修美副委員長 その計画の実現性っていうのは高いんですか。公共下水道

事業による雨水対策、高千帆地区は。 

 

井上下水道課長 予算そのものは汚水の整備と雨水の整備、同じ補助でやって

おりまして現在では汚水を優先してやっているところがありますので、

当然、汚水から雨水にシフトしてそちらに重点的に配分ということにな

ればできますけれども今のところは汚水の方を重点的に整備しておりま
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す。 

 

藤岡修美副委員長 全国的に超異常な雨が今まで予測できないような雨が続い

て雨水排水の被害が出る中で、国はそういった事業にお金をつけるって

いう方向性というのは持ってないんですか。 

 

井上下水道課長 先般も説明会等があったんですけれども、新しい雨水対策に

対するメニューっていうのもできました。今までよりも条件の緩和とい

いますか、その辺につきましては今度の全体計画の見直しをこれは来年

度予算なんですけれども、やっていく中でそれができるかどうかも含め

て考えてまいりたいと思います。 

 

中村博行委員長 前々から懸案事項ということですので、せっかく国土強靱化

とか防災関係に力入れていると思いますので、十分な活用をお願いした

いと思います。 

 

岡山明委員 会計予算ということで下水道の料金の部分で未納率という未徴収、 

その金額はどこに入っているか確認したいんですが。 

 

西﨑下水道課管理係長 下水道使用料の収納状況でございますが、６ページに

予定貸借対照表を付けています。２の流動資産、（２）の未収金という

ところに１億１，８４１万５，０００円上がっております。少し大きい

んですけれども下水道使用料は水道局の水道料金と一元化して徴収して

いますので、水道局に収納された下水道使用料を下水道事業会計のほう

に収入するのが２カ月遅れになります。事業年度がありますので、その

年度で調定したものが翌４月と５月に遅れて入ってくるものの未収金が

約１億円で残りの約１，４００万円ぐらいが滞納なんですけども、リア

ルタイムで未収金が幾らというのが出てないので、あくまで予算上の滞

納が幾らっていうところでの表示になります。基本的には下水道使用料

は、水道局が一元徴収していただいていますので、９９％以上の収納率
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をずっと維持しております。 

 

中村博行委員長 これ注釈を付けてもらえるといいね。農業集排のほうはいつ

ごろ公共下水に接続されますか。 

 

井上下水道課長 令和２年度末に予定をしております。今年度も接続する圧送

管等の工事を発注、これからですけども工事しまして令和２年度にも圧

送管とマンホールポンプを整備して令和２年度中には公共下水接続完了

ということです。 

 

藤岡修美副委員長 水道が広域化を含めて水道料金の値上げが出てくると思う

んですけど、下水道って水道に比較したら資本的投資というかすごい償

還額等々出てくると思うんですけど、当然水道が値上げしたら下水道料

金の値上げという話が出てくるんだと思うんですけど、その辺りの検討

等々はされていいますか。 

 

西﨑下水道課管理係長 下水道使用料の値上げについてでございますが、基本

的に先ほど雨水の負担金のとこで申しましたけども、処理に係る経費は

皆さんからいただいた使用料で賄うという大原則はありながらも言われ

たように水道に比べても３倍ぐらいの資産を持っていまして、それに伴

って減価償却費も高いし、企業債の償還金も高いっていうところでなか

なかこれは全国的にうちだけじゃなくて使用料だけで賄えないので繰入

金を頂いているっていう状況でございます。今後も下水道整備をまだま

だやっていって、普及率を上げないっていうのもありますし、今は処理

場等々の長寿命化工事をどんどんやっていますので、そういった工事も

どんどん今から増えてきます。ですので、現在は使用料値上げっていう

ところまでは水道のように至ってはいないんですけれども、今後それら

の経費が増えることによって、下水道使用料の値上げについても考えて

いかないといけないというふうには思っております。 
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藤岡修美副委員長 企業債について聞こうと思うんですけど、１７０億円ある

と思うんですけど大体これの見通しですね。どういうふうな傾向になり

そうですか。 

 

西﨑下水道課管理係長 ５ページのキャッシュフロー計算書というのをつけて

おるんですが、３の財務活動によるキャッシュフローというところがあ

ります。企業債による収入が８億８，４８０万円これが当年度に借り入

れる企業債でございます。その下の企業債の償還による支出が１３億５，

０１９万５，０００円ということで８億８，０００万円に対して１３億

円以上返しているので、毎年大体５億円弱ぐらいの企業債は減っている

という状況でございますので、この状況が続けば毎年５億円ずつ企業債

残高が減るという状況になろうかと思います。 

 

中村博行委員長 管路なんか水道アセットマネジメントされて、前の説明では

下水のほうはそれぞれ新しいからまだそんな懸念はないということで聞

いていますけども、その認識でいいですか。 

 

井上下水道課長 管路につきましては当分の間、更新っていうのは出ないとい

う試算になっております。ただずっとではなくて、令和９年度以降から

考えていかなければならないという試算になっております。 

 

中村博行委員長 それでは質疑を打ち切ります。討論ありますか。（「なし」

と呼ぶ者あり）討論ありませんので採決に移ります。それでは議案第１

０号令和元年度山陽小野田市下水道事業会計補正予算（第３回）につい

て賛成の委員の皆さんの挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

中村博行委員長 全員賛成です。したがいまして、議案第１０号は可決すべき

ものと決しました。お疲れ様でした。続けてやりましょう。続きまして
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審査番号５番、議案第２号令和元年度山陽小野田市駐車場事業特別会計

補正予算（第２回）について説明してください。 

 

河田都市計画課長 それでは、議案第２号令和元年度山陽小野田市駐車場事業

特別会計補正予算（第２回）について説明いたします。最初に歳入につ

いて説明いたします。補正予算書の５ページ、６ページをお開きくださ

い。１款使用料及び手数料１項使用料１目駐車場使用料３５０万円を増

額し、補正後の額を２，２２０万４，０００円とするものです。１節駐

車場使用料は今年度の利用状況を勘案した見込額として、通常の駐車場

使用料３００万円、定期駐車券使用料５０万円の合計３５０万円の増額

補正としております。次に歳出について説明いたします。２款予備費１

項予備費１目予備費３５０万円を増額補正し、補正後の額を２，２２９

万６，０００円とするものです。予備費の増額は使用料収入が増額とな

る見込みであることから増額補正するものです。補正予算書の２ページ

をお開きください。歳入歳出ともに補正前の額２，８０３万１，０００

円に対し３５０万円の増額補正となり合計金額は３，１５３万１，００

０円となります。説明は以上です。御審査のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

中村博行委員長 それじゃ質疑を求めます。使用料は明細というか大体どのぐ

らい見込まれているかっていうのが、合計であるんですけども、例えば

定期駐車券分５０万円について５０万円ということは何件分ですか。 

 

河田都市計画課長 当初予算では１５０万円を見込んでおります。１月までの

使用料の見込みを使用料から残り２月、３月分を見込みましてトータル

が２００万円ということで５０万円の増加ということになっております。

実際には現在４０件程度の定期券の使用ということになっております。

いろいろ前後がありまして、やめられる方とか新たに入ることで結構出

入りが激しくありますので実際には２５から３０件程度の使用料という

ことで見込んでおります。駐車場全体の使用料につきましては現在１月
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末までの利用台数が４万６，３７４台。１日平均としますと、１５２台

ということになります。昨年度、平成３０年度は１月末現在の平成が１

４０台ぐらいになりますので、１２台ぐらいの増加をしておるというこ

とを見込みまして、使用料については３００万円の増額というような考

え方で計算をしております。 

 

岡山明委員 これは出口が１カ所追加をされたという状況なんですが効果とい

うか、利便性の向上で収益が上がったという形は見えますか。 

 

河田都市計画課長 出口を１カ所追加し、これは使われる方については駅に近

いほうの出口ができたということで非常に効果があるというふうには思

いますが、使用料自体については出口が増えたということで増えたとい

うことはなくて、平成２８年度に利用料金の改正を行った後に金額が安

くなったということで周知がかなりされてきたと、非常に利用しやすい

金額であるということで増えておるというふうに思っております。 

 

岡山明委員 次の委員会は新年度の予算なんでしょうけど、私も視察に行く際

に駐車場を使ったんですけど、１泊２日で使うと料金高かったんですけ

ど、新年度の予算の中で料金の値下げという考え方はありますか。 

 

河田都市計画課長 今、料金の話をされて１泊２日ということで、２４時間と

めると５００円ということになります。２日目になりますと６時間ごと

に１００円ということで丸２日、４８時間止められて９００円の現在料

金となっております。それから当初予算のほうでまた御説明を差し上げ

ますが、今までの委員会でも申し上げているとおり令和２年度に奥のほ

うの整備がされていない部分の駐車できる部分について、舗装工事、フ

ェンスの改修、それから駐車枠の設置、それらを予定をしております。

８０台程度の駐車枠を設置するような形で工事を行っていきたいと思っ

ております。 
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岡山明委員 その辺はずっと委員会では分かっているんですけど、料金はどう

なんだっていう話なんですけど。 

 

河田都市計画課長 今そういう形で駐車場整備が２，０００万円以上の工事費

が掛かる予定と考えておりますので、料金改定につきましてはその後に、

また考えていきたいというふうに思っております。 

 

中村博行委員長 非常に財政的には余裕がある状況で本会議場でも質問があっ

たと思うんですけども、その後の料金改定で今お話があったように検討

するということでありますが、このまま通すのかっていう質問があった

と思いますけど、まだ先の話になりますが、何かそういう議論は内部で

ありますか。 

 

河田都市計画課長 今後につきましては来年度駐車場の整備をして、また実際 

には現在古くなっている部分の施設の改修とか、それから駐車枠の引き

替えとかいろいろそういう整備をしていかないといけないということで

使用料をそれに充てるという形で行っていくようになりますが、その後

の公共から民間にとかそういうようなことについては、現時点ではまだ

公共で進めていくという形で考えております。 

 

中村博行委員長 それでは質疑を打ち切りまして討論ありますか。（「なし」

と呼ぶ者あり）討論はありませんので採決に移ります。議案第２号令和

元年度山陽小野田市駐車場事業特別会計補正予算（第２回）について賛

成の委員の皆さんの挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

中村博行委員長 全員賛成です。したがいまして、議案第２号は可決すべきも

のと決しました。以上で午前の審査を終わり産業建設常任委員会を閉じ

ます。午後は１３時から分科会を始めますので、御参集よろしくお願い
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します。 

 

午前１１時４５分 散会 

 

令和２年２月２７日 

産業建設常任委員長 中村博行 


